
参考資料２ 

 

防災基本計画（平成23年12月27日中央防災会議決定）抜粋 

 

２ 避難場所 

(2) 避難場所の運営管理 

○地方公共団体は，避難場所における生活環境に注意を払い，常に良好

なものとするよう努めるものとする。そのため，食事供与の状況，ト

イレの設置状況等の把握に努め，必要な対策を講じるものとする。ま

た，避難の長期化等必要に応じて，プライバシーの確保状況，入浴施

設設置の有無及び利用頻度，洗濯等の頻度，医師や看護師等による巡

回の頻度，暑さ・寒さ対策の必要性，ごみ処理の状況など，避難者の

健康状態や避難場所の衛生状態の把握に努め，必要な措置を講じるよ

う努めるものとする。また，必要に応じ，避難場所における家庭動物

のためのスペースの確保に努めるものとする。 

 

３ 応急仮設住宅等 

(3) 応急仮設住宅の運営管理 

○地方公共団体は，各応急仮設住宅の適切な運営管理を行うものとする。

この際，応急仮設住宅における安心・安全の確保，孤独死や引きこも

りなどを防止するための心のケア，入居者によるコミュニティの形成

及び運営に努めるもとともに，女性の参画を推進し，女性を始めとす

る生活者の意見を反映できるよう配慮するものとする。また，必要に

応じて，応急仮設住宅における家庭動物の受入れに配慮するものとす

る。 
 


